
高知県沿岸漁業改善資金利子補給要綱の一部改正新旧対照表

新 旧

高知県沿岸漁業改善資金利子補給要綱

第１条～第３条 略

（融資対象者）

第４条 沿岸漁業改善資金を借り入れることができる者は、沿岸漁業を開始する者又は営

む者であって次の各号の全てに該当する者とする。

（１）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

〔以下略〕

第５条～第 18 条 略

別表 略

附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

高知県沿岸漁業改善資金利子補給要綱

第１条～第３条 略

（融資対象者）

第４条 沿岸漁業改善資金を借り入れることができる者は、沿岸漁業を開始する者又は営

む者であって次の各号の全てに該当する者とする。

（１）県税を滞納していないこと。

〔以下略〕

第５条～第 18 条 略

別表 略

附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。


